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資料 1-1 

令和 4 年度の取組み報告 

 

【舞鶴市の文化振興の 6 つの柱】 

市民が 

（1）文化に参加する（文化活動への参加、鑑賞、発表、支援など） 

事 業 数：30事業 

新規事業：（事業 No.43）文化芸術まちづくり事業（劇団俳協公演） 

新規事業：（事業 No.44）文化芸術まちづくり事業 

（日本交響楽振興財団助成事業） 

（事業 No.45）文化芸術まちづくり事業 

（三井住友海上文化財団助成事業） 

新規事業：（事業 No.48）文化芸術まちづくり事業 

（地域創造助成おんかつ事業） 

（事業 No.49）文化芸術まちづくり事業（音楽・コンサート） 

新規事業：（事業 No.53）文化芸術まちづくり事業 

（スタインウェイを弾いてみよう） 

（事業 No.54）文化芸術まちづくり事業（劇場のひみつ） 

新規事業：（事業 No.56）市民文化クリエイティブ事業（市民オペラ） 

（事業 No.57）市民文化クリエイティブ事業（第九演奏会） 

新規 

（2）文化を創造する（作品づくり、人づくり、まちづくり） 

事 業 数：14事業 

新規事業：（事業 No.48）文化芸術まちづくり事業 

（地域創造助成おんかつ事業） 

（事業 No.56）市民文化クリエイティブ事業（市民オペラ） 

（事業 No.57）市民文化クリエイティブ事業（第九演奏会） 

 

（3）文化でつながる（交流、連携、情報発信など） 

事 業 数：17事業 

新規事業：（事業 No.56）市民文化クリエイティブ事業（市民オペラ） 

（事業 No.57）市民文化クリエイティブ事業（第九演奏会） 
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まちが 

（4）まちづくりに文化を活かす（美しく活力に満ちた都市の創造） 

事 業 数：19事業 

新規事業：（事業 No.60）高齢者等交流促進事業（市民交流センター） 

（事業 No.61）地域交流活性化事業（市民交流センター） 

 

（5）舞鶴らしい文化を発信する（地域資源を継承し育むなど） 

事 業 数：24事業 

新規事業：（事業 No.59）ウズベキスタン農業人材育成支援事業 

（事業 No.60）高齢者等交流促進事業（市民交流センター） 

（事業 No.61）地域交流活性化事業（市民交流センター） 

新規事業：（事業 No.62）文化財保存活用地域計画推進事業 

 

（6）文化の育つしくみをつくる（条例に基づいた各主体の取り組みなど） 

事 業 数：6事業 

新規事業：（事業 No.40）次期文化振興基本計画策定事業 

         （事業 No.41）文化事業企画懇話会運営 


